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平成２３年１１月２１日

───────────────────────────────────────────────

議事日程

第 １ 会期の決定

第 ２ 会議録署名議員の指名

第 ３ 管理者発言

第 ４ 報告第 ２号 資金不足比率の報告について

第 ５ 議案第 ９号 平成２３年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計補正

予算（第１号）について

第 ６ 議案第１０号 平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決算

認定について

第 ７ 議案第１１号 平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設

事業会計決算認定について

───────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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開会のあいさつ

議長（渡辺新一郎君） 皆さん、こんにちは。

本日、平成２３年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会が招集され

たところ、議員の各位におかれましては、時節柄大変お忙しいところ、ご出席

いただき開会できますことを心から感謝申し上げる次第でございます。

さて、今期定例会に提案されますものは、報告１件と平成２２年度病院事業

会計決算認定ほか２案件でございます。慎重ご審議いただきまして、議会とし

ての意思決定をお願い申し上げます。

なお、議事運営等まことにふなれな私でございますが、誠心誠意努力いたす

所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援とご協力を切にお願い申し

上げて、まことに簡単でございますが、開会のあいさつといたします。

議事日程につきましては、皆様のお手元に配付してありますので、よろしく

お願いいたします。

─────────────────────────────────────

開会及び開議

午後１時３０分開会

議長（渡辺新一郎君） 出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。

ただいまから、平成２３年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を

開会いたします。

─────────────────────────────────────

第１ 会期の決定

議長（渡辺新一郎君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。今期定例会の会期は本日１日と決定い

たしました。

─────────────────────────────────────

第２ 会議録署名議員の指名

議長（渡辺新一郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長において指名いた

します。２番、高桑藤雄君、１８番、山崎恒彦君を指名いたします。

─────────────────────────────────────

第３ 管理者発言

議長（渡辺新一郎君） 日程第３、管理者発言であります。

管理者。
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管理者（新井利明君） 開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

平成２３年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご多忙の中、ご出席をいただきまして、まことにあり

がとうございます。

病院事業につきましては、去る３月１１日の東日本大震災以降、電力不足に

よる計画停電をはじめ、医療機関に与えた影響は少なからぬものがありました

が、上半期の状況は、患者数・収支ともに前年同様に推移しております。

さて、本議会に提案いたします案件は、報告１件、組合各事業の平成２２年

度決算等の議案３件の審議及び決定をお願いするものであります。いずれも重

要案件でございますので、慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げまして、簡単ですが、開会のあいさつとさせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

（山田議員 監査委員席へ移動）

─────────────────────────────────────

第４ 報告第２号

議長（渡辺新一郎君） 日程第４、報告第２号、資金不足比率の報告についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。経営管理部長。

経営管理部長（坂本和彦君） 報告第２号、資金不足比率の報告につきましてご説明申

し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、去

る８月２２日、小手澤、山田両監査委員の審査をいただいておりますので、ご

報告申し上げます。

まずは、病院事業会計の資金不足比率でありますが、流動資産が４７億

８，９７１万２，０００円、流動負債が８億２，６８４万４，０００円、差引

剰余額が３９億６，２８６万８，０００円となっており、資金不足額が生じて

いないため、資金不足比率が算定されません。

次に、介護老人保健施設事業会計でありますが、流動資産が１億４，３５０

万４，０００円、流動負債が１，２２２万９，０００円、差引剰余額１億

３，１２７万５，０００円となっており、資金不足額が生じていないため、資

金不足比率が算定されません。

今後も資金不足額が生じないよう健全な運営を目指し、努力していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議長（渡辺新一郎君） 資金不足比率審査意見の報告を求めます。監査委員。

監査委員（小手澤治君） 平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計及び

介護老人保健施設事業会計の資金不足比率につきまして、審査の結果を、監査
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委員を代表して報告申し上げます。

去る８月２２日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項

の規定に基づき、管理者より審査に付された平成２２年度資金不足比率につき

まして審査を行った結果、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び関係

法令の定めるところにより算出されており、算定の基礎となった数値は正確で

あり、両事業ともに資金の不足はなく、資金不足比率は算出されませんでした。

以上、まことに簡単ではございますが、審査の報告とさせていただきます。

議長（渡辺新一郎君） 審査報告が終わりました。

これより質疑に入ります。ご質疑願います。

（「なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

以上で、報告第２号につきまして報告を終わります。

（山田監査委員 議員席へ移動）

─────────────────────────────────────

第５ 議案第９号

議長（渡辺新一郎君） 日程第５、議案第９号、平成２３年度多野藤岡医療事務市町村

組合立病院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。管理者。

管理者（新井利明君） 議案第９号、平成２３年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。

今回の補正は、東日本大震災に伴う停電や節電に対応するための支出及び外

来センターの化学療法室を拡充するための設計料などを計上するものでござい

ます。

以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。

なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。

議長（渡辺新一郎君） 経営管理部長。

経営管理部長（坂本和彦君） それでは、詳細についてご説明申し上げます。

今回の補正は、平成２２年度借り入れの企業債利率確定により、病院事業の

医業外収益において他会計負担金１８４万３，０００円、医業外費用で償還利

息３６８万６，０００円の減額を計上するものです。

附属外来センター事業の医業収益では、化学療法の増加により８００万円を

増額するものです。
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費用におきましては、病院事業で給与費２，３００万円の減額、材料費で手

術時に使用する器具や備品の購入のため１，４００万円の増額、経費において

は、病室の窓への遮熱フィルム工事や自家発電機のオーバーホール、変圧器

の増設など、原発事故の影響による停電と節電に対応するため、病院事業で

１，０００万円、附属外来センター事業で５００万円の増額を計上するもので

あります。

また、附属外来センター事業で、増加している化学療法に対応するため、化

学療法室増設の設計委託費３００万円を計上するものです。

以上、詳細についての説明を終わらせていただきます。

慎重ご審議いただきまして、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上

げます。

議長（渡辺新一郎君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。ご質疑願います。

（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。議案第９号、平成２３年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計補正予算（第１号）について、本案は原案のとおり決す

ることに賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

議長（渡辺新一郎君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決

されました。

（山田議員 監査委員席へ移動）

─────────────────────────────────────

第６ 議案第１０号

議長（渡辺新一郎君） 日程第６、議案第１０号、平成２２年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計決算認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。管理者。

管理者（新井利明君） 議案第１０号、平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立病

院事業会計決算認定について、ご説明申し上げます。

平成２２年４月の診療報酬改定や診療材料、薬品の購入価削減等により、病
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院の収支は前年に比べ大幅に改善いたしましたが、今後の改定の状況では再び

厳しい状況になることが予想されます。また、診療の充実や診療収入の源とな

る医師の確保については、一部常勤医のいない診療科はあるものの、前年に比

べまして増加している状況にあります。

このような中、今後も地域の中核病院として、住民に安定した質のよい医療

を効率的に提供するため、引き続き、不足している診療科の医師の確保、経費

の削減等に努め、病院の運営基盤を強化していきたいと考えております。

それでは、決算の大綱を説明させていただきます。

平成２２年度は、公立藤岡総合病院で１億２，６４７万円の純損失、附属外

来センターで８，６８４万円の純利益、訪問看護で２，１０８万円の純利益が

生じております。平成２２年度は、３施設合計で１，８５５万円の純損失が生

じ、公立藤岡総合病院及び附属外来センターの繰越欠損金、訪問看護の繰越利

益剰余金の合計で２６億９，１５４万円の未処理欠損金を平成２３年度へ繰り

越しました。

また、訪問看護については、未処分利益剰余金のうち、１０５万４，０００

円を減債積立金として、剰余金処分計算書（案）を上程させていただきました。

病院の経営環境は厳しい状態でありますが、引き続き、関係各位のご理解ご

協力を心からお願い申し上げます。

また、本決算につきましては、去る８月２２日、小手澤、山田両監査委員の

審査をいただいております。その結果につきましては、議員各位のお手元に配

付いたしました意見書をいただいたわけでございます。大変ご苦労いただきま

したことを感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。

なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。

議長（渡辺新一郎君） 経営管理部長。

経営管理部長（坂本和彦君） それでは、詳細について、公立藤岡総合病院から説明い

たします。

患者状況ですが、入院患者数では年間１１万４，２６１人、１日平均３１３

人であります。外来患者数につきましては、年間３万５，６８７人で、診療日

数３６５日での１日平均は９８人でした。

次に、収益的収入及び支出であります。税抜き収入決算額は７０億８，２８０

万７，７１１円であります。

その主なものは、医業収益で６８億４，２３１万１，６５７円であります。こ

のうち入院収益は５９億９，４９２万８，９８６円、外来収益では６億４，１６４

万６，１６４円であります。その他医業収益では２億５７３万６，５０７円で、

その主なものは、救急・周産・小児医療に係る他会計負担金が１億４，５４２
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万９，０００円であります。医業外収益は２億４，０４８万５，４９４円で、そ

の主なものは企業債利子などの他会計負担金として１億３，７９１万９，０００

円、国・県補助金５，１４８万４，２３８円であります。特別利益は過年度損

益修正益で１万５６０円であります。

次に、支出の税抜き決算額は７２億９２７万７，８００円であります。この

うち医業費用では６９億５，６８８万７，８４２円であります。

主な内訳といたしまして、給与費３９億７，４３４万１２９円、材料費１６

億８，１９０万３，０１６円、経費９億１，６５９万５，３７５円、減価償却

費３億５，５３０万４，６１５円であります。医業外費用は２億４，７４４万

３，５２０円で、その主なものは企業債の支払利息で７，４７３万７，０８４

円、消費税の費用化による雑支出が１億３，５４２万２，０４９円であります。

特別損失では、過年度損益修正損として４９４万６，４３８円を計上したもの

であります。

この結果、医業収支比率では９８．４％、総収支比率は９８．２％で、１億

２，６４７万８９円の純損失を生じました。

続きまして、附属外来センターの詳細について申し上げます。

患者状況ですが、外来患者数は年間１８万３，１７６人、診療日数は２４３

日で、１日平均７５４人でございました。

次に、収益的収入及び支出であります。税抜き収入決算額は２２億２，０１４

万９，３５２円であります。

その主なものは医業収益で２１億２，２５７万７，６６８円であります。こ

のうち外来収益は１８億８，４８９万７，３００円で、医業収益の８８．８％

を占めております。その他医業収益は２億３，７６８万３６８円で、主なもの

は公衆衛生活動、医療相談等健診関係であります。医業外収益では９，７５２

万５，８６０円で、その主なものは企業債利子の他会計負担金として７，００９

万１，０００円であります。

次に、支出の税抜き決算額は２１億３，３３１万１５０円であります。この

うち医業費用で１９億６，９５３万５５２円であります。

その主な内訳としまして、給与費７億１，６５０万７，６０６円、材料費５

億１，９５４万１，３５５円、経費５億２，３８１万９，７８３円、減価償

却費２億４９３万１，３９５円であります。医業外費用は１億５，９１７万

９，６０５円で、内訳としまして企業債支払利息が１億８９６万８，９５２円、

消費税の費用化による雑支出が５，０２１万６５３円であります。

この結果、医業収支比率は１０７．８％、総収支比率は１０４．１％で、

８，６８３万９，２０２円の利益を計上いたしました。

続きまして、訪問看護事業の詳細について申し上げます。
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利用者状況ですが、年間７，７６６人、訪問日数２４３日で１日平均３２人

でした。

収益的収入及び支出で、税抜き収入決算額は６，６２９万８，３００円で

あります。その主なものは、療養収益、利用料等の事業収益で６，５８０万

７，０３５円であります。事業外収益は受取利息等で４９万１，２６５円であ

ります。

次に、支出の税抜き決算額は４，５２１万９，８１６円で、このうち事業費

用が４，５０２万６，５０９円であります。

その主な内訳としまして、給与費４，０８３万１，９７１円、経費４０９万

２，３０５円、減価償却費３万１，５１２円であります。事業外費用としまし

て１９万３，３０７円で、消費税の費用化によるものであります。

この結果、訪問看護は、純利益２，１０７万８，４８４円を計上いたしまし

た。

３施設合計で１，８５５万２，４０３円の純損失を生じ、公立藤岡総合病院

及び附属外来センターの繰越欠損金２８億１，４１８万４，０８１円、訪問看

護の繰越利益剰余金１億２，２６４万３，９３４円、差し引き２６億９，１５４

万１４７円を欠損金として２３年度へ繰り越すものであります。

続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。

税込み収入決算額は、第１款公立藤岡総合病院資本的収入では４億９，６０７

万１，０００円であります。内訳としましては、第１項の企業債元金の償還に

対する他会計負担金で２億６，６０７万１，０００円、第２項企業債で２億

３，０００万円であります。

第２款附属外来センター資本的収入では１億２，７２８万６，０００円で、

償還元金に対する他会計負担金であります。

これに対して資本的支出の税込み決算額は、第１款公立藤岡総合病院資本的

支出が６億８，５２１万４，３１３円で、内訳としまして、第１項建設改良費

で器械器具購入費の２億３，２８５万５，５６３円、第２項企業債償還金で４

億５，２３５万８，７５０円、第２款附属外来センター資本的支出では、企業

債償還金１億９，７８８万６，３７４円、第２項建設改良費で器械器具購入費

の６０万９，０００円であります。

資本的収入が資本的支出に対して不足する額２億６，０３５万２，６８７円

は、過年度分損益勘定留保資金２億５，９８３万４，２５８円、当年度分消費

税資本的収支調整額５１万８，４２９円を充てて収支の均衡を図りました。

続きまして、剰余金処分計算書（案）につきまして申し上げます。

これは地方公営企業法第３２条第１項に規定する剰余金の処分で、訪問看護

につきまして、平成２２年度の純利益２，１０７万８，４８４円のうち１０５
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万４，０００円を減債積立金として積み立て、１億２，１５８万９，９３４円

を翌年度へ繰り越すものです。

以上、詳細についての説明を終わらせていただきます。

慎重ご審議いただきましてご決定くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。

議長（渡辺新一郎君） 決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。監査委員。

監査委員（小手澤治君） 平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決

算について、審査の概要と結果について、監査委員を代表して報告申し上げま

す。

去る８月２２日、地方公営企業法第３０条の第２項の規定に基づき、管理者

より審査に付された平成２２年度決算報告書並びに事業報告書を中心に、証書

類を照合し、審査を行ったものであります。

審査の結果、収支の計数は正確であると認めました。

内容につきましては、決算審査意見書のとおりでございます。

患者利用状況及び決算額につきましては、提案理由説明の数字と同様であり

ますので、省略させていただきます。

平成２２年度病院事業決算において、附属外来センターと訪問看護では純利

益が出ているものの、公立藤岡総合病院で損失となっており、病院事業全体で

は純損失を計上しております。徐々に改善されてはおりますが、依然として厳

しい状況であります。

今後の病院事業には、地域中核病院としての使命を果たすことを第一に、さ

らなる経営改善を図り、経営の安定化を期待するものです。

以上、まことに簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさ

せていただきます。

よろしくお願いいたします。

議長（渡辺新一郎君） 決算審査の報告が終わりました。

これより質疑に入ります。ご質疑願います。９番、佐藤淳君。

議員（佐藤淳君） 議案第１０号に対して、報告書に記載されている内容について何点

か質問をさせていただきますけれども、まず、報告書の１ページ、２ページ、

管理者のほうから説明がありました。また、詳細については経営管理部長のほ

うから説明がありましたので、細かな部分ではなくて、大分改善はされてきた

と、私もそういうふうに考えています。

そこで、過日の上毛新聞を見ると、公立病院が１５年ぶりに黒字というふう

な記事が載っているんですけれども、伊勢崎市民病院は前年対比６億円ぐらい

改善されたということなんですけれども、３条のところの数値で、それぞれ事

務方のトップ、医師のトップ、看護部長さん、それぞれが２２年度の決算に対
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してどのような評価をなさっているのか伺います。

それから、先日、この病院議会で伊奈中央病院のほうに視察研修に行かせて

いただきました。全く同規模な病院と言っても過言じゃないと思うんですけれ

ども、その中でいろいろ勉強になることがあったのかなというふうに思ってい

るんですけれども、私は、ある意味で経費の削減ばかりでなくて、必要なとこ

ろには必要な予算をということも、経営していく上で大変大事なことなのかな

というふうに思っています。その辺についても、事務方ではこういうふうに考

える、先生、医者としてはこういうふうに考える、看護部としてはこういうふ

うに考えるというようなものがあれば、あわせてお伺いしたいと思います。

それから、報告書の２９ページ、総括事項の（１）のところに、最後のほう

ですね。病院機能再整備では、実現に向けて詳細検討を行っているということ

なんですね。この再整備ワーキンググループあるいは、その前の経営推進会議

等で、この病院のあり方、あるべき姿をどうするかということは、ここずっと

長い間、何年にもわたって検討を重ねているわけなんですね。２０年度末に一

定の方向性が出たと思います。基本方針は出たと思うんですね。それに向けて、

その基本方針の実現に向けて詳細検討を行っているというふうに私はこれを読

んで判断しているんですけれども、どのような検討を今まで行ってきたのか。

行ってきたとすれば、その詳細について事細かく説明をしていただきたいと思

います。

議長（渡辺新一郎君） 経営管理部長。

経営管理部長（坂本和彦君） ２２年度の決算についてどのような評価をしているかと

いうことでございますけれども、病院に来て１０年になりますけれども、今ま

でになく、よい決算ではないかなというふうに評価しております。その原因と

いたしましては、まず第１に、診療報酬の改定が当院にとっては非常にプラス

になるような改定であったということが挙げられると思います。また、外来と

入院が分離していてデメリットもあるんですけれども、診療部の先生方を初め

として、ベッドの稼働等について非常に８０数％というかなり高い率で回して

いるということもありまして、そういうことが報酬上プラスに寄与しているの

ではないかなというふうに評価しております。これにつきましては、いわば外

的な問題で、これが大体３分の２ぐらいの影響だと思います。また、残りの３

分の１につきましては、先ほど管理者からもお話がありましたけれども、材料

や薬品の購入価の削減等の努力とか、議論はいろいろあると思いますけれども、

医事業務とか給食業務の外部委託等も、ここに来て貢献してきているのかなと

いうふうに思います。

２２年度につきましては、繰り返すようですけれども、１０年の中では一番

よい、病院にとっては順風の中で来た１年かなというふうに考えております。
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議長（渡辺新一郎君） 病院長。

副管理者兼病院長（鈴木忠君） 病院長としてどのように総括しているかというご質問

であろうかと思います。２２年度は、病院の収益が前年度に比べて明らかによ

くなり、そして収支がよくなったということであります。これは、一つは、先

ほど経営管理部長の説明にもあったように、診療報酬改定が病院に配分がより

強く出たと。診療報酬改定によるものが大きな原因になると考えております。

この診療報酬改定は、重装備をした病院においては、よりメリットとなるよう

な診療報酬改定であります。いろいろな施設基準とか、そういう問題において、

当院においてその効果はどうであったかというと中程度で、診療報酬改定の効

果が非常に追い風になったという様には反映されておりません。

先ほど伊奈中央病院では、収益、同じ規模であるのに収入が非常に当院と比

べて多いということです。大体医師数もベッド数もほとんど同じであろうかと

思います。そういう中でなぜそのような差が出たかと。これは診療科の構成に

よるところが一つです。診療報酬改定でも、特に外科系にかかわるところの診

療報酬改定のプラスが大きかったということです。ですから、病院の診療科の

構成自体による影響が一つ、余りプラスに出ていなかったというところがあろ

うかと思います。それが伊勢崎市民病院では非常に大きな飛躍をしたわけです

けれども、当院においてはそれほどプラスにはならなかったという差であろう

かと思います。

それから、もう１点は、同じ医師の数であったとしても、そのマンパワーを

十分に生かせ切れないという、分離していること、こういうところは診療密度

を高めたような診療行為ができないというところにつながっているかと考えて

おります。伊奈中央病院では、１日入院患者さんの診療単価というのは５万円

を楽に超えておりました。当院においては１日当たりの診療単価というのは４

万円台の後半というところで、その差が出てきているかと思います。今は診療

報酬はＤＰＣという包括払いであるわけですけれども、その中においては収益

を増やすという効果と、同じ診療の中で支出を管理するということ、１日当た

りの診療単価を高めていくということは、ＤＰＣをよく分析して、それを診療

に反映させていくことで、できるのではないかと考えております。その面で

２３年度においては、診療部では取り組んでいるところであります。半期を見

ますと、１日当たりの診療単価は５万円台になっているところです。昨年度並

み、ややそれよりも上回って２３年度は推移していくのではないかというふう

に考えております。

以上であります。

議長（渡辺新一郎君） 看護部長。

看護部長（五十嵐克子君） 看護部の状況を説明させていただきます。
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まず、２２年度は、７対１を維持することを含めまして、チーム医療の推進

ということで医師の診療の支援を中心に行ってきましたが、まずは業務の効率

化、経費節減ということで並行して一緒に取り組んでみました。特に診療材料

につきましては、今、報告にあったように、診療部を含めて看護部が中心とな

り、現場で検討しながら進めてきました。非常に材料については見直しができ

たと思っております。業務改善にもつながったと、各病棟師長の評価にも挙げ

られています。

７対１を維持していくために、非常に今、困難な状況になっています。視察

した伊奈中央病院では１病棟が５０床でした。私たちのところは３５から３７

床です。３交代、２交代やっていく上では、人的な要員の問題等、非常に苦慮

しています。今２交代を導入して進めているところですけれども、看護部がベ

ッドコントロール、病床管理を行っておりますので、今後はベッドコントロー

ルを診療部と一緒に、診療部の協力を得ながら、７対１の維持、患者の安全の

確保を最優先にして進めていきたいと思っています。

特に今、人材育成で認定看護師が現在７名おりますが、それぞれ個人レベル

で資格取得している者もいます。現場の患者のケアが優先いたしますが、それ

ぞれの資格を生かした配置とその取り組みが実際にはできていないのが現状で

す。今年度は途中ですが、次年度に向けて、そこのところは体制を整備して、

適材適所に配置することで、それぞれが活動し活躍することで収益にも結びつ

いていくことだと思っておりますので、適正人員配置を検討しております。次

年度のところでは収益につながる体制づくりを診療部と推し進めていきたいと

思っております。

以上です。

議長（渡辺新一郎君） 参事兼企画財政課長。

参事兼企画財政課長（黒澤美尚君） 病院機能再整備についてお答えいたします。

まず、病院の方向性につきましては、平成１９年度に設置しました構成市町

村職員を交えたワーキンググループ、そして平成２１年度に設置しました病院

職員による検討会議、この両面で検討した結果、外来分離による非効率を解消

しまして経営の健全化を図るためには、やはり再統合が必要であるという結論

となっております。特に平成２１年度については、どのような病院づくりをし

ていくか、どのような病院にしていくかということを病院主要職員で検討いた

しましたが、まだ結論には至っておりません。

平成２２年度以降につきましては、藤岡医療圏の医療の確保を主体としまし

て、財源の確保、そして移転した跡地利用について構成市町村の主たる藤岡市

と勉強会を行っているところでございます。

以上です。
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議長（渡辺新一郎君） 佐藤議員。

議員（佐藤淳君） 事務方の話だと、外部要因、内部の努力、この病院はここのところ

集中改革プランを策定しなさいという以前から、随分皆さんが知恵を出してく

れて内部努力を続けてきていますから、なかなか一度に伊勢崎のようなわけに

はいかないというふうに私も理解はしています。

それから、診療報酬の関係だと言うんだけれども、厚労省のほうが来年は

１％下げるというふうな基本的な方針も出ているようで、そんなに公立総合病

院にとっては楽ではないのかな、いいときばかりないのかなというふうな気が

しています。そういった中で、診療単価の問題だとか、いろいろ鈴木院長先生

のほうからお話がありました。そういったことで、先生方には一生懸命努力し

てもらって、何とか信頼される病院にというふうにも思っています。

それから、看護部長さんの話だと、病床が５０だとか３５だとか、非常に７

対１体制を組むのに組みづらい、効率が悪いということなので、これは構造的

な問題だから、改めてこの辺も病院機能再整備、この部分にかかわってくるん

でしょうけれども、真剣に考えていかないと、手おくれになっちゃうのかなと

いうふうな気もしています。一番大事なことは、看護部長さんがおっしゃった

ように、患者の安全の確保、こういったことが非常に大事なことなのかなとも

思いますし、伊奈の病院に行ったらば、結構病院がいろいろな形で助成をして、

取れる資格は結構バックアップして、取りなさいということでやっているとい

うことなんですね。私は、必要なものは、この病院もそういった形で積極的に

推し進めるべきだというふうに考えていますけれども、その辺、今後どのよう

にやっていくのか、これは院長先生がいいんですかね。その辺についてもお考

えがあればお聞かせいただきたいと思います。

それから、院長先生の答弁のところで、外科がどうだとかこうだとか言った

んですけれども、伊奈の病院と、私は全部項目別に比較検討してみました。数

字、全部入れていってみた。給料は伊奈の病院のほうが３億円ぐらい余分にか

かる、材料費は藤岡総合病院のほうが若干かかっていますかね。経費も藤岡総

合病院のほうが若干余分にかかっています。減価償却費は全くほぼ同じです。

ほとんどそういうことで同じなんだ。じゃ、何でこんなに違うんだ。藤岡市長

さんがいらっしゃいますから、耳が痛いと思うんですけれども、市町村からの

３条と４条あわせて、３条予算も４条予算もあわせて繰り出ししていますよね。

病院からすれば繰り入れだ。圧倒的にこの数字が違う、７億円ぐらい違う。伊

奈のほうは４条のところで出資金という形で出しているんですけれども、市町

村から病院を維持していくために出すお金の数字が圧倒的に違います。

今、参事のほうから、何か余り気合いの入った答弁が返ってこないんだけれ

ども、検討したが、２１年度は何の検討も出ない。１年間検討して、何も出な
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い。２２年度は跡地利用をどうするか、この検討をしていると言うんだけれど

も、じゃ、この検討した結果、お答えしていただけませんか。２年も前に基本

的な方針が示されて、この２年間具体的に、今聞いてみると現実的には何も前

に進んでいないとしか私には受け取れないんですけれども、跡地利用の検討を

してどういう結論が出ているのか、その詳細についてお答え願いたいと思いま

す。

議長（渡辺新一郎君） 病院長。

副管理者兼病院長（鈴木忠君） まず、最初に触れられたことに、伊奈中央病院は非常

に職員の育成のためにいろいろな助成をしているということです。それは当院

においても、いろいろな資格取得については、病院の施設基準にかかわるもの

については病院でその助成制度をつくっています。それらを利用して認定看護

師を初め、あるいは助産師等が育成されているのが現状であります。そういう

面では、伊奈中央病院で行っているようなことは、既に実施しているところで

あります。それから、事務系についても、診療情報管理士の助成の取り組みも

しているところであります。

それから、３年間何をしていたのかとの件について。これは参事のほうから

もう少し詳しくお答えいたしますけれども、確かに遅々としていますが、病院

の院内における意思は決定されております。不効率を改善するためには、病院

を再統合すると。病棟を外来センターに持ってくるか、病棟を入院棟に持って

いくか、いずれ方法はあるかと思いますけれども、統合しようということを決

定しております。

理由としましては、マンパワーを十分に生かすことができるということ、そ

れから、病棟のハードの面の制約、これは改修したときにその制約をもろに受

けてしまったということですけれども、病棟の１看護単位、病床規模が非常に

不効率であること。７対１看護をやっていても、看護の現場においては配置が

十分であるという印象はないと。３５床単位でいくと、もともと人数的は７対

１看護に限りなく近い人数を配置しないと夜勤体制がとれないというような構

造的欠陥を持っておりました。そういうことで、本来の意味の看護を充実する

という形でいくならば、病床規模というのはワンフロアの１看護単位としては

４５床から５０床弱ぐらいが一番効率がよい。それは、十分な看護ができて、

トータルとして余り看護師を増やさずに施設基準をクリアできるというメリッ

トがあります。このような構造に起因するところは、やはり病院をもう一回再

編しなおさなければ解決できないということです。

また、一方では財政的な面ということがあろうかと思います。入院棟を外来

センターに持ってきた際に、私が事務部門から把握している限りでは、一括償

還を求められるとのこと。そうすると、入院棟におけるその金額が５０何億、
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一括償還しなければならなくなる。その辺が非常に負荷になってしまうと。一

括償還を免れて、そして継続していく方法はないだろうか、そういう病棟の利

用の仕方はなかろうかということです。そういう中では、病院として利用する

ならば、一括償還せずに、今までどおり長期の償還で済んでいくということで

あります。ただ、新たに病院を一つ増やすというわけにはいきません。この辺

をどのように解決したらよいだろうかということで思案しているところが現状

であります。そういう中で、もう少し広い範囲、視点で藤岡市を見つめて、ど

ういう再編をしたらできるのか、その辺を今後検討していくべきではないかと

考えております。

以上です。

議長（渡辺新一郎君） 参事兼企画財政課長。

参事兼企画財政課長（黒澤美尚君） お答えいたします。

平成２２年度につきましては藤岡市と勉強会を重ねてまいっておりますが、

なかなか病院だけでは決められない問題が多々あると思います。財政の問題、

今、院長が言ったように跡地の利用について、例えば病院以外の利用になりま

すと一括償還の対象になるということもございますので、その財政面とかは構

成市町村を交えた形で、もっと踏み込んだ形で考えていかなければならないと

思っています。

しかしながら、病院としましては、どのような病院づくりをしていくかとい

うことをこれからも考えていかなければなりませんし、それが病院としての進

むべき方向であると思いますので、今後につきましても、より具体的にどうい

う病院をつくっていけばいいか、具体的にこういうものをつくっていきたいと

いうことを推し進めていきたいというふうに思っております。

以上です。

議長（渡辺新一郎君） 佐藤議員。

議員（佐藤淳君） あまり具体的に全然物事が前に進んでいないというんですか、集中

改革プランをつくるときも、厚労省のほうは、きちんと何年間で赤字が解消さ

れるプランということだったんでしょうけれども、あえてこの病院は、厚労省

が指定した期間の中では赤字の解消ができまません。その大きな問題は、構造

的に問題があるんだと。２つに病院が分かれているから、どうしても必要な経

費がかかるということの中で、集中改革プランもそういうことで出したんだと

思うんですね。そういったことを踏まえて、やっぱり一つにしなければという

ことは、病院機能再整備ワーキンググループかな、さっき他の市町村と言いま

したけれども、他の市町村の担当者も全部出席してやったわけですか。そこで

そういう方向が出た、じゃ、統合するために何の問題があるんだ。跡地利用の

問題だとか財政的な問題だとか、他の町村とのコンセンサスというんですか、
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その辺が非常に問題なんだと。

じゃ、一括償還の話が出ましたけれども、皆さんきちんと借入先からその辺

詰めましたか。ＪＡたのふじからも借りている、この辺は一括償還する必要な

いですよね。これだけで１０億近くありますよね。よくその辺分析してみまし

たか。古くは大蔵の資金運用部だとか、いろいろなところから借り入れていま

すよ。外来センターに幾らあって、病院に幾らあって、民間の金融機関から幾

ら借りて、この病院を分離する前から借りた金額は幾らなんだ、その後借りた

ものは幾らなんだ、そういうことを全部分析して、それぞれのところにきちん

と当たってみて、そういう結論の話をしているんでしょうね。院長先生は医者

だから、その辺のことは全くわからないと思いますよ。それは、事務屋さんの

ほうがきちんと、そうに言っているだけじゃなくて、実際に行動を起こしたら

どうなんでしょうか。

厚労省の発表だと、平成２１年に日本人が払った金額は３６兆円を超えるん

ですよ。なおかつ、６５歳以上の人が支払った医療費が全体の５５％ぐらいを

占めている。あと１０年から１５年たつと７割近くに行くでしょうと。団塊の

世代の人たちがみんなその年代に近づいてきますから、したがって、この間、

院長先生ともお話しさせていただきましたけれども、成長産業だと。産業とい

う言い方にちょっと私は少し抵抗あるんですけれども、現実は、今やらないと

大変なことになるんです。残金の償還表も全部私はもらって、全部見てきまし

たけれども、４年もたつと入院病棟のほうが２８億ぐらいになるんですかね。

ただ、４条のところでどのくらいこれから投資するかが問題でしょうから、外

来センターのほうも当然少なくなる。試算でいくと５０数億円のという、これ

は漠然としたものなんでしょうけれども、５０億強かけてということは、ワー

キンググループの報告書なんですか、議事録にも出ていますけれども、ここ何

年かで実施計画をつくっていかないと、少し手おくれになると思いますよ。私

が思うのに、財政的にもそんなに問題なくやれます。よく皆さん審査したらど

うですか、いろいろなことを。自分で電卓を当ててみてくださいよ。私はそん

なに無理なくいけると思いますよ。だから、そういうことを一つ一つきちんと

やっていってください。そうじゃないと、いつまでたっても、この地域の人た

ちが不合理な不利益をこうむる。

最後に管理者に伺いますけれども、私は藤岡の市議会でも、この問題は藤岡

市の最重要課題だというふうに認識している。市長さんも「私もそのように考

えている」というふうな旨の発言をしているので、ぜひその辺をきちんと指示

を出していただいて、早急にそういう作業にきちんと取りかかっていただいて、

３年後なり４年後なりを目途に、きちんとやっていくんだという計画だけでも

つくっていただきたいんですけれども、そういったご意思があるでしょうか。
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議長（渡辺新一郎君） 管理者。

管理者（新井利明君） 今、いろいろなやりとりの中で、院長の言われた財政的な問題、

こういったものも当然重要な問題であるというふうに思いますし、これで執行

部側、また、議会の皆さんにとりましても、外来棟を分離したこの１０年ちょ

っと前、こういったものを踏まえて、例えば群馬県や厚生労働省に対していろ

いろなお願いをしながらこういう分離というふうになったわけでございます。

そういうことを踏まえながら１０年ちょっとたちましたけれども、じゃ今度は

一つにという議論をするに当たって、いろいろな材料を含めて、今、議員ご指

摘のような当然経営的な問題、それと同時に、一番大事なのはどういう病院を

つくっていくのかという青写真、これが一番大事だと思いますので、そういっ

たものを検討しながら、ただ単に統合ではなくて、統合した後の病院のあり方、

病院づくりというものを見据えて、今詰めていきたいなというふうに思ってい

るところでございます。

議長（渡辺新一郎君） 他にご質疑願います。１２番、橳島議員。

議員（橳島道雄君） 通告が間に合わなかったんですけれども、いいでしょうか。答え

られるだけで結構ですので、内容は、患者さんから、医療紛争なんですけれど

も２２年度に何件ぐらいあって、最高額はどのくらいで、あるいは全体の金額

でも教えていただければ結構なんですけれども、通告をしないで申しわけない

んですけれども、ただ……

（発言の声）

議員（橳島道雄君） そうですか。できればこの通告を、ファクス番号とかそれを入れ

ていただければ、私も郵便でどうにするのかなと迷いながら日にちが過ぎてし

まったものですから、よろしくお願いします。

議長（渡辺新一郎君） 次長兼安全管理室長。

次長兼安全管理室長（吉田賢治君） お答えいたします。

平成２２年度につきましては、訴訟ですとか調停とか、そういうレベルはご

ざいませんが、産科医療補償制度による認定が１件、異状死の届出１件の計２

件でございます。

続きまして、決算書の２２年度の数値、雑損失というところ、医業外の費用

でございますけれども、そこに約１，５００万が計上になっていると思うんで

すが、それが１件、２１年度に発生した事案の賠償額でございます。

以上です。

議長（渡辺新一郎君） 橳島議員。

議員（橳島道雄君） ありがとうございます。それから、ここの議会での専決の最高額

って、高崎市は１００万なんですけれども、組合議会では、質問の趣旨がちょ

っと違うかもしれませんけれどもどのくらいでしょうか。
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議長（渡辺新一郎君） 次長兼安全管理室長。

次長兼安全管理室長（吉田賢治君） お答えいたします。

５００万以上のものとなっております。

議長（渡辺新一郎君） 橳島議員。

議員（橳島道雄君） すごい金額だと思います。ありがとうございました。

議長（渡辺新一郎君） 他に質疑ございますか。

（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結いたします。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありますか。

（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。議案第１０号、平成２２年度多野藤岡医療事務市

町村組合立病院事業会計決算認定について、本案は原案のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

議長（渡辺新一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１０号は原案のとおり可

決されました。

─────────────────────────────────────

第７ 議案第１１号

議長（渡辺新一郎君） 日程第７、議案第１１号、平成２２年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。管理者。

管理者（新井利明君） 議案第１１号、平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立介

護老人保健施設事業会計決算認定について、ご説明を申し上げます。

高齢化社会を迎え、介護保険法は今後の高齢化社会に対応する社会保障シス

テムとして現在多くの人に利用され、今後も利用者はますます増えていくと予

想されます。また、利用者ニーズの多様化を踏まえ、介護予防サービス・地域

密着型サービス等、介護サービスの種類も多様化されてきました。

しらさぎの里は平成９年開設以来１４年を経過し、藤岡地域の中核的な介護

老人保健施設として運営しております。平成２１年度に介護報酬のプラス改定

がありましたが、依然厳しい経営状況になっております。

引き続き、良質な介護サービスを効率的に提供していくためには、しらさぎ

の里が地域にとってどのようにあるべきか、運営形態も含め検討していきたい
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と思います。

それでは、概要について説明申し上げます。

第１款施設運営事業収益、予算額４億９，２１７万２，０００円に対しまし

て、決算額は４億８，３２９万７，５２１円、予算に対しましては８８７万

４，４７９円の減益となっております。

これに対する費用ですが、第１款施設運営事業費用、予算額５億２，１８４

万２，０００円に対しまして、決算額４億９，８８０万２，２０３円となり、

予算額に対して２，３０３万９，７９７円の不用額となりました。

なお、本決算につきまして、去る８月２２日、小手澤、山田両監査委員の審

査をいただいております。その結果につきましては、議員各位のお手元に配付

いたしました意見書をいただいたわけでございます。大変ご苦労をいただきま

したことを感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。

なお、詳細につきましては、管理課長より説明いたしますので、よろしくお

願い申し上げます。

議長（渡辺新一郎君） しらさぎ管理課長。

しらさぎ管理課長（植村均君） それでは、引き続きまして詳細の説明をいたします。

まず、利用者の状況についてでございますが、介護老人保健施設事業におき

まして入所者数は２万７，６０４人で、１日平均７５．６人、うち、短期入所

者数は２８２人で、１日平均０．８人、通所利用者数は延べ１万６０５人で、

１日平均、平日３８．４人、土曜１５．６人でありました。利用者の平均介護

度につきましては、入所者、年平均３．１、短期入所者３．５、通所者２．４

でありました。

続きまして、第３条収益的収入及び支出につきましては、第１款施設運営事

業収益の決算額は４億８，３２９万７，５２１円となり、前年対比２７９万

６，９８９円の減収で、前年比率は９９．４％となりました。

次に、第１款施設運営事業費用につきましては、４億９，８８０万２，２０３

円で、前年対比５０３万１，８９１円の費用増で、前年比率は１０１％となり

ました。その結果、１，５５０万４，６８２円の当年度純損失を生じました。

なお、細部につきましては科目別明細等で示しておりますので、よろしくお

願いいたします。

以上で詳細についての説明を終わらせていただきます。

慎重ご審議の上、ご決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長（渡辺新一郎君） 決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。監査委員。

監査委員（小手澤治君） 平成２２年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施

設事業会計決算について、審査の概要と結果について、監査委員を代表して報

告申し上げます。
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去る８月２２日、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、管理者よ

り審査に付された平成２２年度決算報告書並びに事業報告書を中心に、証書類

を照合し、審査を行ったものであります。

審査の結果、収支の計数は正確であると認めました。

内容におきましては、お手元の決算審査意見書のとおりでございます。

また、利用状況及び決算額は、提案理由説明の数値と同様で、重複いたしま

すので省略させていただきます。

介護老人保健施設「しらさぎの里」は、平成９年に開設し１４年が経過し、

地域の中核的な介護保険施設として期待され、多くの人に利用されています。

高齢化社会が進む中、介護保険制度も創設から１１年が経過し、介護サービス

の多様化、サービスの質の向上など、介護老人保健施設を取り巻く環境は、非

常に厳しい時代を迎えております。

このような環境下で、しらさぎの里の運営面は、引き続き相当厳しいものと

予想されます。今後も組合事業として施設運営を続けるのか、運営形態を含め

た改善策を検討されたいと思います。

以上、まことに簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさ

せていただきます。

よろしくお願いいたします。

議長（渡辺新一郎君） 決算審査の報告が終わりました。

これより質疑に入ります。ご質疑願います。１１番、吉田議員。

議員（吉田達哉君） 今、監査委員さんから審査の報告ありましたけれども、給与費の

関係なんですけれども、平成９年に設立以来、ずっと給与費だけが右肩上がり

で増加しております。前は内容的にも全体的に見てよかったということなんで

すけれども、今、審査の内容を聞いておりますと、引き続き厳しい状況が続い

ているので形態を見直さなければならないということで監査委員さんのほうか

らも指摘がありました。この件については、以前から私も指摘をさせていただ

いているところなんですけれども、当然皆さん、年々給与が上がっていくわけ

ですから、この給与費についてどんどん増加の一途をたどっているんですけれ

ども、この辺について改善というような話がありました。何か方策があったら

お聞かせいただきたいと思います。

議長（渡辺新一郎君） しらさぎ管理課長。

しらさぎ管理課長（植村均君） 職員の関係につきましては、職員数については昨年に

比べまして２名減になっております。今年度、給与費が増えている理由としま

しては、給与費の手当関係につきまして年度内処理を行った関係で、給与費の

関係、手当について１４３万円、賃金につきまして２２９万円ほど増えており

ます。それと、児童手当から子ども手当に変わった関係で、１９７万円ほどそ
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の差が出ておりますので給与費が増えております。

以上でございます。

議長（渡辺新一郎君） 暫時休憩いたします。

（午後２時４５分休憩）

（午後２時４７分再開）

議長（渡辺新一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

総務課長。

総務課長（島﨑泰君） 職員の給与費の上昇の関係で議員さん質問があったかと思いま

すが、平成９年に設立して、職員を一律といいますか、同年代、若年層を一括

採用しております。そうした中で、なかなか身分的な保障等ございますので、

抜本的なこれといった解決策は今現在持ち合わせておりませんが、監査委員ご

指摘の運用形態等含めた中で、また新たな方策を検討したいと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。

議長（渡辺新一郎君） 吉田議員。

議員（吉田達哉君） 入って、だんだん皆さん給料もらっているんだから毎年毎年給与

が上がっていくので、当然給与費は増えていくんだと思うんですね。前にも、

しらさぎの運営状況、経営状態がいいよというようなお話があったんですけれ

ども、何年か後にはだんだん給料が多くなっていって大変な時期が来るから、

今のうちから何らかの方策は打っておいたほうがいいということで指摘をさせ

ていただいたんですが、今までそういうことが見受けられないので質問させて

いただいたんですが、当然経営状況が圧迫されていくことは明らかである。こ

れで職員を解雇していいかといったら、そういうわけにもいかないので、何ら

かのところで削るものを削ってみたり、そういうこと考えて努力していかない

と、毎年毎年人件費が増えるのは当然だから仕方ないんだと言っていたんだっ

たら、何の改善にもつながりませんので、その辺真剣に一度取り組んで、減ら

すものは減らす、そういった形で改善をしてみたらいかがかなと思って、ちょ

っと質問させていただいたんですが、せっかく監査委員さんのほうからもご指

摘がありましたので、その旨、一度皆さんで協議をしてみてください。

以上です。

議長（渡辺新一郎君） 他にご質疑ありますか。

（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。
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（「なし」の声)

議長（渡辺新一郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。議案第１１号、平成２２年度多野藤岡医療事務市

町村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定について、本案は原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

議長（渡辺新一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１１号は原案のとおり可

決されました。

（山田監査委員 議員席へ移動）

─────────────────────────────────────

字句の整理の件

議長（渡辺新一郎君） お諮りいたします。会議規則第３８条の規定に基づき、本会議

の議決の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

議長（渡辺新一郎君） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の

整理は議長に委任することに決しました。

─────────────────────────────────────

管理者あいさつ

議長（渡辺新一郎君） この際、管理者より発言を求められていますので、これを許し

ます。管理者。

管理者（新井利明君） 平成２３年第３回組合議会定例会閉会に当たり、一言お礼のご

あいさつを申し上げます。

議員各位におかれましては、長時間にわたり慎重審議の上、ご決定いただき

まして心より感謝申し上げます。

今後も病院の健全経営、また、地域連携の充実を図りつつ、地域から信頼さ

れる病院づくりにより一層の努力をしてまいりますので、ご支援賜りたいと存

じます。

最後になりますが、議員各位におかれましては、これから年末年始を迎えお

忙しいことと存じますが、お体をご自愛いただき、ますますご活躍いただきま

すようご祈念申し上げ、閉会のあいさつとさせていただきます。まことにあり

がとうございました。

─────────────────────────────────────

閉会

議長（渡辺新一郎君） 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。
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これにて、平成２３年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を閉会

いたします。長時間ご苦労さまでした。

午後２時５２分閉会

会議規則第７７条の規定により下記に署名する。

議 長 渡 辺 新一郎
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